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１．事業の執行概要 

   平成 30年度は、新たな指定管理受託の初年度でした。前年度までの 5 

年間の実績を見直すとともに、新たな指定管理を受託するにあたり掲げた事

業計画について、着実に遂行できるよう体制を検討、整備しながら取り組み

を進めました。 

   まずは、養護老人ホームの使命でもあります『自立支援』の取り組みに

ついて、委員会を立上げ、内容の検討から職員間で意思疎通を図りながら

実施することができました。手始めとして入居者によるパンの販売店を開

店し、入居者の方が法人傘下の障害施設「みずほおおぞら」から仕入れた

パンを職員向けに販売することができました。店舗内商品の陳列等の準備

から金銭の受け渡し、片づけ、次回販売商品の選定までを、毎月２回行っ

ております。 

   また、豊中市の指定管理事業者としての役割りを自覚しつつ、地域や豊

中市民の方々に必要とされる施設として、出来る限りあらゆるケースの受

入れができる体制を再構築しました。併せて、職員個々のレベルアップが

図れるよう検討し、次年度への取り組みの土台作りを行いました。 

   多世代交流として、施設内保育所の園児たちと、日頃は朝や夕の園児送

り迎えの際にコミュニケーションを図る機会があり、その時間を楽しみに

されている入居者の姿があります。行事においては、施設の敬老祝賀会の

際に、園児たちからのお祝いに歌と踊りのプレゼントがありました。また

ハロウィーンでは、カボチャの衣装を着た園児たちが入居者の居室を訪ね、

おやつをねだって回りました。節分の日には、入居者と男性職員が扮した

鬼にめがけ、入居者と園児が協力して豆代わりのボールを投げ、厄払いを

しました。 

 

 



２．平成 30年度ステップアップ事業 

   養護老人ホームの入居者において、年を重ねる毎に身体機能の低下が顕

著となり、介護保険サービスを必要とされる方が増えてきております。『自

立支援の援助』や『事故の防止策』として、入居者が自ら活用できる介護

機器や福祉機器等の発掘から導入に向けて、複数年での実現を目指して取

り組みました。 

   まずは情報収集に力を入れ、最新の情報や最先端の介護機器、福祉機器 

  の把握に努めました。その情報をもとに、どのように活用ができるのか、 

  新たに開発提案できる機器がないのか等を検討いたしました。 

   平成 30年度は決定するには至っておりませんが、次年度に向けて委員会

にて検証を深め、試行、導入して参ります。 

 

３．施設の管理 

 （1）建物・設備の管理について 

   平成 30年６月に発生しました大阪北部地震後、幸いにも大きな損傷を受

ける事はありませんでしたが、細かなひび割れについては修復を行いまし

た。また、9月の台風 21号の災害の際には、ガスの供給がストップしまし

たが、早期復旧ができました。また、エレベーターもストップし、全職員

が協力して入居者の昼食を一つひとつ階段にて 3階、4階へと運ぶことにな

りましたが、夕方には復旧することができ、全体として入居者の皆様の生

活に大きな影響が出なかったことが幸いでした。同時に災害に対する備え

について考える大切な機会となりました。 

   養護老人ホーム入居者の衣類洗濯機や乾燥機の故障等により、一部の稼

動ができない時期がありましたが、その都度修理や入替をおこない、年度

内に全機が稼働できるように整いました。 

 （2）衛生管理について 

   毎月定期的に衛生委員会を行い、産業医、衛生管理者を中心に施設内外

の巡視や職員の職場環境の確認を実施しております。 

   インフルエンザ対策や日々の健康管理の為に全居室および共有スペース

に設置している加湿機能付き空気清浄器約 120台について、法人傘下の障

害施設へ洗浄を依頼しました。 

 （3）危機管理について 

   台風 21号の影響を受け、近隣のマンションや住宅での広範囲の停電の際

には断水等により入浴できない事態となりました。その際、数世帯の住民

の方々に、施設のシャワーをご利用いただくことができました。 

   2ヶ月に 1回、避難訓練（年間 4回の日中火災想定の避難訓練及び 1回



の夜間火災想定の避難訓練、地震発生時における訓練）を実施し、その都

度、入居者の非常時の行動についての意識付けや職員の誘導の仕方、連絡

体制の確認や非常設備の動作確認、マニュアルの見直し等を行いました。 

 （4）経営面について 

   体調不良等により入院される入居者が増えており、受診回数も多くなっ

てきている中、施設生活の継続が難しくなり止む無く退所された後の空床

期間を少なくするために、緊急要援護高齢者短期入所を積極的に受け入れ

るべく、介護、医療、相談員の連携体制を見直しました。また、受け入れ

た要援護高齢者を措置入所に繋げ、無駄なく活用していただけるよう、こ

れまで以上に行政措置担当者との連携を密に図りました。 

 

４．地域公益事業への取り組み 

   平成 29年度に事務所を誘致いたしました「東泉丘校区福祉委員会」との

情報交換や取り組みでの連携を図り、地域向けにバザーの開催を実施致し

ました。 

   豊中市内の法人傘下施設「豊寿荘」「みずほおおぞら」と合同しての実施

でしたが、それぞれの施設の地元校区福祉委員会を通じて、地域にバザー

用品の募集を行うためにポスター掲示の協力を得ました。また、当日には

東泉丘校区福祉委員会のご協力のもと、喫茶の運営を実施致しました。 

約８０名にも及ぶ来場者があり、掘り出し物の購入や喫茶での談笑を楽しん

でいただくことができました。 

   また、毎月定期的に開催される校区福祉委員会主催の「子育てサロン」

に施設の管理栄養士を派遣し、栄養面や手軽なおやつ作り、市販乳幼児食

品の活用方法など、参加される方々のご要望に沿った講座を開かせていた

だくことができました。併せて、保育職員の派遣も行い、読み聞かせや手

遊びなどを主となって実施することができました。 

   その他、例年実施しております「ビアガーデン」や「伊丹花火鑑賞会」、

「夜店まつり」など、地域の方々にも施設へ来園して頂ける機会を継続す

るとともに、地域交流室の貸し出しや夏場のビニールプールの提供などの

取り組みも引き続き実施致しました。 

 






